
令和２年７月豪雨による被災地域における
県税の申告・納付等の期限の延長について

（お知らせ）
令和２年１２月２２日
大分県総務部税務課

大分県では、今回の災害による被害の状況を考慮して、次に掲げる地域にお
住まいの方の県税の申告期限等を次のとおり延長します。
なお、大分県にお住まいの方で災害により申告・納付等ができない場合は、

最寄りの県税事務所へご相談ください。

○指定地域

県名 指定地域
熊本県 人吉市

球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、
球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、
球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村
八代市坂本町、葦北郡芦北町

○対象者
指定地域内に住所又は居所（法人の場合は本店又は主たる事務所等の所在地）

を有する納税者又は特別徴収義務者

○延長する期限
令和２年7月４日から令和3年1月31日に到来する申告、申請、請求その他書類

の提出又は納付若しくは納入に関する期限（審査請求に関するもの、条例第21
条第1項第1号及び第2号の規定により課する個人の県民税、条例第60条第１項の
規定により申告納付すべき自動車税の環境性能割、地方税法第177条の10第１項
の規定により課する自動車税の種別割、条例第108条の規定により課する狩猟税
並びに地方税法附則第29条の11及び第29条の12第１項の規定により申告納付す
べき軽自動車税の環境性能割を除く。）

○延長の期間
令和３年２月1日

※詳しくは、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
別府県税事務所 別府市大字鶴見字下田井１４－１ ℡０９７７－６７－８２１１
大分県税事務所 大分市府内町３－１０－１ ℡０９７－５０６－５７７１
自動車税管理室 大分市大津町３－４－１３ ℡０９７－５５２－１１２１
佐伯納税事務所 佐伯市長島町１－２－１ ℡０９７２－２２－３０２１
豊後大野納税事務所 豊後大野市三重町市場１１２３ ℡０９７４－２２－７５０１

日田県税事務所 日田市城町１－１－１０ ℡０９７３－２２－４１７５
中津県税事務所 中津市中央町１－５－１６ ℡０９７９－２２－２９２０


